
規

則

告

示

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
五
号

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則(

昭

和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
株
式
会
社
東
邦
銀
行
福
島
卸
町
支
店
の
項
中｢

株
式
会
社
東
邦
銀
行
福
島
卸
町
支
店｣

を

｢

株
式
会
社
東
邦
銀
行
北
福
島
支
店｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
八
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

三
年
二
月
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
十
八
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
商
工
観
光

部
商
工
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ル
ト
四
倉
店

福
島
県
い
わ
き
市
四
倉
町
字
西
二
丁
目
九
番
二
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
い
わ
き
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項

今
回
の
新
店
舗
建
設
に
よ
る
騒
音
指
定
施
設
等
の
設
置
は
無
く
、
旧
店
舗
に
設
置
し
て
あ
る
騒

音
指
定
施
設
は
全
て
廃
止
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
廃
止
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
廃
止
届
出

が
必
要
と
な
る
の
で
、
い
わ
き
市
環
境
監
視
セ
ン
タ
ー
に
相
談
の
上
、
適
切
に
届
出
す
る
こ
と
。

今
後
、
騒
音
規
制
法
又
は
福
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
に
定
め
る
特
定
施
設
等

を
設
置
す
る
場
合
は
、
規
制
基
準
を
下
回
る
よ
う
騒
音
防
止
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

ま
た
、
荷
さ
ば
き
時
に
は
大
き
な
音
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
作
業
を
実
施
す
る
な
ど
、
周
辺
地

域
の
生
活
環
境
の
保
全
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

２

廃
棄
物
に
係
る
事
項
等

一�
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て

産
業
廃
棄
物
の
処
理
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

(

以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
委
託
基
準
に
従
い
、
契
約
書

に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
法
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
産
業
廃

棄
物
管
理
票
を
交
付
す
る
こ
と
。

�
委
託
料
金

�
委
託
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
及
び
数
量

�
運
搬
を
委
託
す
る
と
き
は
、
運
搬
の
最
終
目
的
地
の
所
在
地

�
中
間
処
理
又
は
再
生
を
委
託
す
る
と
き
は
、
中
間
処
理
又
は
再
生
の
場
所
の
所
在
地
、
方

法
及
び
施
設
の
処
理
能
力

�
最
終
処
分
を
委
託
す
る
と
き
は
、
最
終
処
分
所
在
地
、
方
法
及
び
施
設
の
処
理
能
力

二�
産
業
廃
棄
物
の
保
管
に
つ
い
て

産
業
廃
棄
物
を
保
管
す
る
場
合
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
保
管
基
準
に
従
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び

に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲

を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

五
四

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
つ

い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

五
四

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

五
五

福
島
県
企
業
局

○
福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

五
五

福
島
県
病
院
局

○
福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

五
五

福
島
県
教
育
委
員
会

○
福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

五
五



福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
病
院
局

福
島
県
企
業
局

い
、
保
管
場
所
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
表
示(

縦
×
横
そ
れ
ぞ
れ
六
十

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上)

を
行
う
こ
と
。

�
産
業
廃
棄
物
の
保
管
場
所
で
あ
る
旨

�
保
管
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

�
保
管
場
所
の
管
理
者
氏
名
及
び
連
絡
先

な
お
、
一
般
廃
棄
物
と
産
業
廃
棄
物
を
同
一
施
設
に
保
管
す
る
場
合
に
は
、
一
般
廃
棄
物
と

産
業
廃
棄
物
を
区
分
し
て
保
管
す
る
こ
と
。

３

そ
の
他

周
辺
住
民
か
ら
苦
情
が
申
し
立
て
ら
れ
た
場
合
は
、
申
立
人
及
び
関
係
機
関
の
指
導
等
に
誠
意

を
持
っ
て
対
処
し
、
迅
速
な
解
決
に
努
め
ら
れ
る
こ
と
。

当
該
地
区
は
常
磐
線
四
ツ
倉
駅
に
近
接
し
、
周
辺
の
道
路
は
通
勤
・
通
学
路
と
し
て
利
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
工
事
車
両
等
の
通
行
に
際
し
て
は
、
充
分
な
安
全
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
八
十
四
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
白
川
郡
塙
町
大
字
湯
岐
字
関
場
三
四
の
一
、
大
字
真
名
畑
字
鎌
田
一
五
の
一
、
一
五
の
二
、
一

七
の
一
、
一
七
の
二
、
四
五
、
大
字
植
田
字
南
沢
一
六
三
、
一
六
四
、
一
六
八
、
一
七
〇
、
一
七
二
、

一
七
三
、
一
七
四
の
一
、
一
七
四
の
二
、
字
堀
ノ
内
五
、
七
、
八

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

一�
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

大
字
湯
岐
字
関
場
三
四
の
一(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
大
字
植
田
字
南
沢
一
六

四
、
一
七
二
、
一
七
三
、
一
七
四
の
一
、
一
七
四
の
二

二�
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

三�
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
塙
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

四�
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林

林
業
総
室
治
山
対
策
課
及
び
塙
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

治
山
対
策
課)

福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
23年
２
月
18日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

福
島
県
企
業
局
管
理
規
程
第
１
号

福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
(昭
和
44年
福
島
県
企
業
局
管
理
規
程
第
８
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
｡

別
表
第
４
の
２
の
表
中
｢福
島
卸
町
支
店
｣
を
｢北
福
島
支
店
｣
に
改
め
る
｡

附
則

こ
の
規
程
は
､
平
成
23年
２
月
21日
か
ら
施
行
す
る
｡

(経
営
企
画
課
)

福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
23年
２
月
18日

福
島
県
病
院
事
業
管
理
者�

地
英
夫

福
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
２
号

福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
(平
成
16年
福
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
５
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
｡

別
表
第
５
の
３
の
表
中
｢株
式
会
社
東
邦
銀
行
福
島
卸
町
支
店
｣
を
｢株
式
会
社
東
邦
銀
行
北
福
島

支
店
｣
に
改
め
る
｡

附
則

こ
の
規
程
は
､
平
成
23年
２
月
21日
か
ら
施
行
す
る
｡

(病
院
総
務
課
)

福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

福
島
県
教
育
委
員
会
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福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

福
島
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
立
高
等
学
校
学
則(

昭
和
三
十
三
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
第
一
項
第
五
号
を
削
り
、
同
項
第
六
号
を
同
項
第
五
号
と
す
る
。

別
表
第
一
福
島
県
立
福
島
北
高
等
学
校
の
項
中｢

七
二
〇
人｣

を｢

六
八
〇
人｣

に
改
め
、
同
表
福

島
県
立
福
島
東
高
等
学
校
の
項
中｢

九
六
〇
人｣

を｢

九
二
〇
人｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
福
島
南

｢
｢

高
等
学
校
の
項
中

国
際
文
化
科

二
四
〇
人

を

国
際
文
化
科

二
〇
〇
人

｣
｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
川
俣
高
等
学
校
の
項
中｢

三
六
〇
人｣

を｢

三
二
〇
人｣

に
改
め
、
同
表
福

島
県
立
梁
川
高
等
学
校
の
項
中｢
二
八
〇
人｣

を｢

二
四
〇
人｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
二
本
松
工

｢
｢

業
高
等
学
校
の
項
中

情
報
シ
ス
テ

二
四
〇
人

を

情
報
シ
ス
テ

二
〇
〇
人

ム
科

ム
科

｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
安
達
東
高
等
学
校
の
項
中｢
二
八
〇
人｣

を｢

二
四
〇
人｣

に
改
め
、

｣
｢

｢

同
表
福
島
県
立
郡
山
商
業
高
等
学
校
の
項
中

国
際
経
済
科

二
四
〇
人

を

国
際
経

｣

済
科

二
〇
〇
人

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
あ
さ
か
開
成
高
等
学
校
の
項
中｢

六
四
〇
人｣

｣

を｢

六
〇
〇
人｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
白
河
旭
高
等
学
校
の
項
中｢

七
二
〇
人｣

を｢
六
八
〇
人｣

｢

情
報
ビ
ジ
ネ

一
二
〇
人

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
白
河
実
業
高
等
学
校
の
項
中

ス
科

を

家

政

科

四
〇
人

｣

｢
｢

情
報
ビ
ジ
ネ

普

通

ス
科

一
二
〇
人

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
修
明
高
等
学
校
の
項
中

｣

文

理

｢

食
品
加
工
科

食
品
科
学
科

商

業

科

科

八
〇
人

｢を

文

理

科

二
四
〇
人

に
、

経
営
ビ
ジ
ネ

科

一
六
〇
人

｣

ス
科

｣

情
報
処
理
科

情
報
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
科

四
〇
人

八
〇
人

｢

食
品
科
学
科

一
二
〇
人

四
〇
人

経
営
ビ
ジ
ネ

一
二
〇
人

八
〇
人

を

ス
科

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
石
川
高
等
学

情
報
マ
ネ
ジ

一
二
〇
人

四
〇
人

メ
ン
ト
科

｣

八
〇
人

｣

校
の
項
中｢

四
〇
〇
人｣

を｢

三
六
〇
人｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
田
村
高
等
学
校
の
項
中｢

七
二

〇
人｣

を｢

六
八
〇
人｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
船
引
高
等
学
校
の
項
中｢

五
二
〇
人｣

を｢

四
八

〇
人｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
会
津
高
等
学
校
の
項
中｢

九
六
〇
人｣

を｢

九
二
〇
人｣

に
改
め
、

同
表
福
島
県
立
葵
高
等
学
校
の
項
中｢

八
四
〇
人｣

を｢

八
〇
〇
人｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
若
松

商
業
高
等
学
校
の
項
中｢

二
八
〇
人｣

を｢

二
四
〇
人｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
喜
多
方
高
等
学
校

の
項
中

｢
七
二
〇
人｣

を

｢

六
八
〇
人｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
喜
多
方
桐
桜
高
等
学
校
の
項
中

｢

八
〇
人｣
を｢
四
〇
人｣

に
、｢

四
〇
人｣

を｢

八
〇
人｣

に
、｢

二
〇
〇
人｣

を｢

一
六
〇
人｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
坂
下
高
等
学
校
の
項
中｢

二
八
〇
人｣

を｢

二
四
〇
人｣

に
改
め
、
同
表
福

｢
｢

島
県
立
会
津
農
林
高
等
学
校
の
項
中

生
活
経
営
科

一
二
〇
人

を

生
活
経
営
科
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｣

八
〇
人

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
田
島
高
等
学
校
の
項
中｢

四
〇
〇
人｣

を｢

三
六
〇
人｣

｣
｢

｢

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
平
商
業
高
等
学
校
の
項
中

流
通
ビ
ジ
ネ

二
四
〇
人

を

ス
科

｣

流
通
ビ
ジ
ネ

二
〇
〇
人

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
湯
本
高
等
学
校
の
項
中｢

八
四
〇
人｣

ス
科

｣

を｢

八
〇
〇
人｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
勿
来
高
等
学
校
の
項
中｢

三
六
〇
人｣

を｢

三
二
〇
人｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
四
倉
高
等
学
校
の
項
中｢

四
八
〇
人｣

を｢

四
四
〇
人｣

に
改
め
、
同
表
福

島
県
立
浪
江
高
等
学
校
の
項
中｢

三
六
〇
人｣
を｢

三
二
〇
人｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
双
葉
翔
陽

高
等
学
校
の
項
中｢

三
六
〇
人｣

を｢

三
二
〇
人｣
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
相
馬
東
高
等
学
校
の
項

中｢

七
二
〇
人｣

を｢

六
八
〇
人｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
福
島
県
立
富
岡
高
等
学
校
川
内
校
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

学
校
経
営
支
援
課)
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